
 

 

 

 

 日頃よりＪＡ事業につきまして特段のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、当ＪＡでは政府が示す『働き方改革改正法案』の一部施行に伴い、 

令和 2 年 4 月 1 日よりＪＡ福岡大城の各支店金融窓口の 

営業時間及び大川・大木営農センターの営業日を下記の 

とおり変更致しましたのでお知らせ致します。 

 組合員・利用者の皆様にはご不便をお掛けしますが、より一層のサービス向上に努めて

参りますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 今後ともご来店お待ち申し上げます。 

 

 ◆各支店金融窓口◆ 営業時間が変更になりました。 

 

変 更 前 

月曜日～金曜日 

（土・日・祝日、年末・年始を除く） 

午前 8 時 30 分～午後 4 時まで 

変 更 後 

月曜日～金曜日 

（土・日・祝日、年末・年始を除く） 

午 前 8 時 30 分 ～ 午 後 3 時 ま で 

 

◆大川・大木営農センター◆ 営業日が変更になりました。 

（城島営農センターは従来通り） 

 

 

月 曜 日 ～ 土 曜 日 及 び 祝 日 （ 日 曜 休 店 ） 

午前 8時 30 分～午後 5時まで 

農繁期については、別途連絡致します。 


